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規 則 

 

 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 四 年 二 月 二 十 二 日  

                             三  重  県  知  事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 四 号  

   三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 三 重 県 規 則 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 三 号 様 式 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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附  則  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
２  こ の 規 則 の 施 行 前 に 改 正 前 の 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の

間 、 必 要 な 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 三 重 県 産 業 廃 棄 物 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 四 年 二 月 二 十 二 日  

                             三  重  県  知  事   一   見   勝   之  

三 重 県 規 則 第 五 号  

   三 重 県 産 業 廃 棄 物 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 産 業 廃 棄 物 税 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 規 則 第 八 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 五 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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附  則  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
２  こ の 規 則 の 施 行 前 に 改 正 前 の 三 重 県 産 業 廃 棄 物 税 条 例 施 行 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙

は 、 当 分 の 間 、 必 要 な 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

肥 料 の 品 質 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 二 月 二 十 二 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之  

三 重 県 規 則 第 六 号  

肥 料 の 品 質 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

肥 料 の 品 質 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 四 年 三 重 県 規 則 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

 （ 表 示 命 令 ）  

 第 四 条  法 第 四 条 第 一 項 第 七 号 若 し く は 同 条 第 三 項

の 規 定 に よ る 知 事 の 登 録 に 係 る 普 通 肥 料 又 は 法

第 十 六 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ

る 知 事 へ の 届 出 に 係 る 指 定 混 合 肥 料 の 生 産 業 者

は 、 別 表 の 第 一 欄 に 掲 げ る 普 通 肥 料 を 生 産 し た と

き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 容 器 又 は 包 装 の 外 部 （ 容 器

及 び 包 装 を 用 い な い も の に あ つ て は 各 荷 口 又 は

各 個 ） に 同 表 の 第 二 欄 に 掲 げ る 表 示 事 項 を 表 示 し

な け れ ば な ら な い 。  

第 四 条  （ 略 ）  第 五 条  （ 略 ）  

 別 表 （ 第 四 条 関 係 ）  

     第 一 欄  第 二 欄   

        一  石 灰 窒 素 が 原

料 と し て 使 用 さ

れ た 普 通 肥 料 （ 原

料 が 石 灰 窒 素 に

限 ら れ た も の 及

び 化 学 的 操 作 を

加 え た も の を 除

く 。 ）  

       

         こ の 肥 料 に は 、 石 灰 窒 素 が

入 つ て い ま す か ら 、 施 用 後 二

十 四 時 間 以 内 は 飲 酒 し な い で

下 さ い 。  

   

              

        二  た ば こ く ず が

原 料 と し て 使 用

さ れ た 普 通 肥 料  

       

         こ の 肥 料 に は 、 た ば こ く ず

（ 粉 末 ） が 入 つ て い ま す か ら 、

桑 園 又 は そ の 附 近 に お い て 使

用 す る と 、 桑 の 葉 に ニ コ チ ン

が 吸 収 さ れ て 、 蚕 に 害 を 与 え

る こ と が あ り ま す 。  

   

              

        三  土 壌 中 に お け

る 硝 酸 化 成 を 抑

制 す る 材 料 が 使

用 さ れ た 尿 素 、 液

状 複 合 肥 料 又 は

家 庭 園 芸 用 複 合

肥 料  

       

         こ の 肥 料 に は 、 硝 酸 化 成 抑

制 材 が 入 つ て い ま す か ら 、 葉

面 散 布 用 に 使 用 し な い で 下 さ

い 。  

   

              

        四  チ オ 硫 酸 ア ン

モ ニ ウ ム が 原 料

と し て 使 用 さ れ

た 液 状 窒 素 肥 料

又 は 液 状 複 合 肥

料  

       

         こ の 肥 料 に は 、 チ オ 硫 酸 ア

ン モ ニ ウ ム が 入 つ て い ま す か

ら 、 過 剰 施 用 に 注 意 す る と と

も に 、 施 用 後 一 週 間 以 内 は 播

種 し な い で 下 さ い 。  
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                      五  動 物 由 来 た ん

白 質 （ 飼 料 及 び 飼

料 添 加 物 の 成 分

規 格 等 に 関 す る

省 令 （ 昭 和 五 十 一

年 農 林 省 令 第 三

十 五 号 ） 別 表 第 一

の 二 の ㈠ に 定 め

る 動 物 由 来 た ん

白 質 で あ つ て 、 同

表 の 二 の ㈠ 第 二

欄 に 定 め る 確 認

済 ゼ ラ チ ン 等 以

外 の も の を い う 。

以 下 同 じ 。 ） が 原

料 と し て 使 用 さ

れ た 普 通 肥 料 （ 六

に 掲 げ る も の を

除 く 。 ）  

       

          こ の 肥 料 に は 、 動 物 由 来 た

ん 白 質 が 入 つ て い ま す か ら 、

家 畜 等 の 口 に 入 ら な い と こ ろ

で 保 管 ・ 使 用 し て 下 さ い 。  

   

          （ 注 ） 動 物 由 来 た ん 白 質

の 次 に （  ） を 付 し 、

（  ） の 中 に そ の 由

来 す る 動 物 種 を 記

載 す る こ と が で き

る 。  

記 載 例  

  

           

          こ の 肥 料 に は 、 動 物 由 来

た ん 白 質 （ 豚 に 由 来 す る も

の ） が 入 つ て い ま す か ら 、 家

畜 等 の 口 に 入 ら な い と こ ろ

で 保 管 ・ 使 用 し て 下 さ い 。  

   

                

          六  動 物 由 来 た ん

白 質 が 原 料 と し

て 使 用 さ れ た 普

通 肥 料 の う ち 、

牛 、 め ん 羊 又 は 山

羊 に 由 来 す る 動

物 由 来 た ん 白 質

が 原 料 と し て 使

用 さ れ た も の 又

は 原 料 事 情 等 に

よ り 使 用 す る 場

合 が あ る も の  

       

          こ の 肥 料 に は 、 牛 等 由 来 た

ん 白 質 が 入 つ て い ま す か ら 、

家 畜 等 の 口 に 入 ら な い と こ ろ

で 保 管 ・ 使 用 し 、 家 畜 等 に 与

え た り 、 牧 草 地 等 に 施 用 し た

り し な い で 下 さ い 。  

   

          （ 注 ） 牛 等 由 来 た ん 白 質

の 次 に （  ） を 付 し 、

（  ） の 中 に そ の 由

来 す る 動 物 種 を 記

載 す る こ と が で き

る 。  

記 載 例  

  

           

             

              

 

 

         こ の 肥 料 に は 、 牛 等 由 来 た

ん 白 質 （ 牛 又 は 豚 に 由 来 す る

も の ） が 入 つ て い ま す か ら 、

家 畜 等 の 口 に 入 ら な い と こ ろ

で 保 管 ・ 使 用 し 、 家 畜 等 に 与

え た り 、 牧 草 地 等 に 施 用 し た

り し な い で 下 さ い 。  

   

            

        

第 三 号 様 式 か ら 第 五 号 様 式 ま で の 規 定 中 「 （第 5 条関係） 」 を 「（第 4 条関係） 」 に 改 め る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

告 示 

 

三重県告示第 71 号 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条の規定により、次のとおり医療扶助のための医療を担当させる

機関を指定しました。 

  令和 4 年 2 月 22 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

指定医療機関の名称 所在地 指定年月日 

はなみずき皮ふ科 桑名市伝馬町 12-2 アメニティ桑名 1 階 令和 4 年 1 月 1 日 
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きせ腎泌尿器科・かんぽうクリニック 桑名市赤尾 2027 番地 2 令和 4 年 2 月 1 日 

神田小児科 伊勢市河崎一丁目 12 番 12 号 令和 3 年 12 月 1 日 

うすい歯科 四日市市浜田町 12 番 16-2 号 令和 4 年 1 月 1 日 

医療法人 さらの木歯科 四日市市富田 2 丁目 9-20 令和 4 年 1 月 1 日 

訪問看護ステーション 結び 四日市市日永西 5 丁目 6 番 1 号 令和 4 年 2 月 1 日 

訪問看護ステーション 虹の夢玉城 度会郡玉城町蚊野 2155 番地 令和 3 年 12 月 1 日 

 

三重県告示第 72 号 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 50 条の 2 の規定により、次のとおり指定医療機関から名称等の変更

の届出がありました。 

  令和 4 年 2 月 22 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

指定医療機関の名称 所在地 変更後の名称等 変更年月日 

古田医院 桑名市大仲新田屋敷 327-2 
名称：医療法人大仲会大仲ファミリー
クリニック 

令和 4 年 1 月 1 日 

 

三重県告示第 73 号 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 50 条の 2 の規定により、次のとおり指定医療機関から当該事業の廃

止の届出がありました。 

令和 4 年 2 月 22 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

指定医療機関の名称 所在地 廃止年月日 

南皮フ科 桑名市伝馬町 12-2 アメニティ桑名 1Ｆ 令和 3 年 12 月 31 日 

若林耳鼻咽喉科 四日市市生桑町 114 の 1 令和 3 年 12 月 31 日 

久保耳鼻咽喉科医院 鈴鹿市白子駅前 1-8 令和 4 年 1 月 5 日 

神田小児科 伊勢市川崎 1 丁目 12 番 12 号 令和 3 年 11 月 30 日 

うすい歯科 四日市市浜田町 12 番 16-2 号 令和 3 年 12 月 31 日 

さらの木歯科 四日市市富田 2 丁目 9-20 令和 3 年 12 月 31 日 

相野歯科医院 南牟婁郡紀宝町鵜殿 1336-12 令和 3 年 12 月 31 日 

訪問看護ステーションレインボー 津市白塚町 2420-1 令和 3 年 3 月 31 日 

 

三重県告示第 74 号 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条において準用する同法第 49 条の規定により､医療扶助のための

施術を担当する施術者を指定しました。 

  令和 4 年 2 月 22 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

施術者の氏名 施術所の名称 所在地 指定年月日 

川瀬 猛士 山城鍼院 山城整骨 三重県四日市市山城町 1451-10 令和 4 年 1 月 10 日 

 

三重県告示第 75 号 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項において準用する生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条の

規定により、次のとおり医療支援給付のための医療を担当させる機関を指定しました。 

  令和 4 年 2 月 22 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

指定医療機関の名称 所在地 指定年月日 

はなみずき皮ふ科 桑名市伝馬町 12-2 アメニティ桑名 1 階 令和 4 年 1 月 1 日 
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きせ腎泌尿器科・かんぽうクリニック 桑名市赤尾 2027 番地 2 令和 4 年 2 月 1 日 

神田小児科 伊勢市河崎一丁目 12 番 12 号 令和 3 年 12 月 1 日 

うすい歯科 四日市市浜田町 12 番 16-2 号 令和 4 年 1 月 1 日 

医療法人 さらの木歯科 四日市市富田 2 丁目 9-20 令和 4 年 1 月 1 日 

訪問看護ステーション 結び 四日市市日永西 5 丁目 6 番 1 号 令和 4 年 2 月 1 日 

訪問看護ステーション 虹の夢玉城 度会郡玉城町蚊野 2155 番地 令和 3 年 12 月 1 日 

 

三重県告示第 76 号 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項において準用する生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 50 条の 2

の規定により、次のとおり指定医療機関から名称等の変更の届出がありました。 

  令和 4 年 2 月 22 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

指定医療機関の名称 所在地 変更後の名称等 変更年月日 

古田医院 桑名市大仲新田屋敷 327-2 
名称：医療法人大仲会大仲ファミリー

クリニック 
令和 4 年 1 月 1 日 

 

三重県告示第 77 号 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項において準用する生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 50 条の

2 の規定により、次のとおり指定医療機関から当該事業の廃止の届出がありました。 

令和 4 年 2 月 22 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

指定医療機関の名称 所在地 廃止年月日 

南皮フ科 桑名市伝馬町 12-2 アメニティ桑名 1Ｆ 令和 3 年 12 月 31 日 

若林耳鼻咽喉科 四日市市生桑町 114 の 1 令和 3 年 12 月 31 日 

久保耳鼻咽喉科医院 鈴鹿市白子駅前 1-8 令和 4 年 1 月 5 日 

神田小児科 伊勢市川崎 1 丁目 12 番 12 号 令和 3 年 11 月 30 日 

うすい歯科 四日市市浜田町 12 番 16-2 号 令和 3 年 12 月 31 日 

さらの木歯科 四日市市富田 2 丁目 9-20 令和 3 年 12 月 31 日 

相野歯科医院 南牟婁郡紀宝町鵜殿 1336-12 令和 3 年 12 月 31 日 

訪問看護ステーションレインボー 津市白塚町 2420-1 令和 3 年 3 月 31 日 

 

三重県告示第 78 号 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項において準用する生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条（同

法第 55 条において準用する場合を含む。 ）の規定により､医療支援給付のための施術を担当する施術者を指定し

ました。 

  令和 4 年 2 月 22 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

施術者の氏名 施術所の名称 所在地 指定年月日 

川瀬 猛士 山城鍼院 山城整骨 三重県四日市市山城町 1451-10 令和 4 年 1 月 10 日 

 

三重県告示第 79 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）第 17 条第 7 項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の登録事

項の変更の届出がありましたので、同条第 9 項の規定により公示します。 

  令和 4 年 2 月 22 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   
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1  登録年月日及び登録番号 

平成 27 年 7 月 22 日 第 60 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

株式会社伊賀の里モクモク手づくりファーム 代表取締役社長 松尾 尚之 伊賀市西湯舟字大門 3609 番地 

3  変更内容 

  農産物検査員の抹消 

氏名 農産物の種類 証明書番号 

稲垣 豊 もみ、玄米 Ｋ242014541 

 

三重県告示第 80 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）第 17 条第 8 項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の業務の

休止の届出がありましたので、同条第 9 項の規定により公示します。 

  令和 4 年 2 月 22 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  登録年月日及び登録番号 

平成 27 年 7 月 22 日 第 60 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

株式会社伊賀の里モクモク手づくりファーム 代表取締役社長 松尾 尚之 伊賀市西湯舟字大門 3609 番地 

3  休止の期間 

  令和 4 年 2 月 9 日から同年 12 月 31 日まで 

4  休止しようとする業務 

  国内産農産物（もみ・玄米）の品位等検査 

 

三重県告示第 81 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項及び第 2 項の規定による届出に対して同法第 8

条第 1 項の規定により津市から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

令和 4 年 2 月 22 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

イオンタウン津城山 

津市久居小野辺町字君ヶ池 1082-1 ほか 115 筆 

2  津市から聴取した意見 

(1) イオンタウン津城山に関しては、立成小学校及び久居東中学校の校区であり、通学する児童生徒の通学路

の近くでもあるため、工事を伴う場合は、交通誘導員を配置するなど、通学時の交通安全対策について配慮

すること。 

(2) 店舗敷地内は、黒木遺跡が含まれるため、土木工事を行う場合は、埋蔵文化財の届出を行うこと。 

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

令和 4 年 2 月 22 日から同年 3 月 22 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

 

公 告 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 17 項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任
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の届出がありました。 

  令和 4 年 2 月 22 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

 保々新田土地改良区（四日市市中野町 1555 番地 76） 

 退任理事 

四日市市中野町 1570 番地 13 北 川 博 美 

   〃   〃   1462 番地 藤 牧   定 

   〃  市場町 2725 番地 1 山 川 政 夫 

   〃  西村町 2974 番地 山 川 久 子 

   〃   〃   2978 番地 山 川 善 彦 

   〃   〃   2977 番地 2 山 川 いく代 

退任監事 

 四日市市市場町 2732 番地 4 寺 本   豊 

   〃   〃   2733 番地 山 川 昌 隆 

 就任理事 

四日市市中野町 1555 番地 76 山 川 正 智 

   〃  西村町 2972 番地 市 川 大 輔 

   〃   〃  2994 番地 市 川 信 子 

   〃   〃  2995 番地 2 市 川 五 男 

   〃   〃   4158 番地 山 川 晴 美 

   〃  市場町 2946 番地 服 部   圓 

就任監事 

 四日市市西村町 2941 番地 2 服 部 敏 洋 

   〃   〃 2745 番地 近 藤 悦 子 

 

 土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 号）第 45 条第 2 項の規定により、桑名市多度力尾土地区画整理組合の

解散を令和 4 年 2 月 22 日付けで認可しました。 

  令和 4 年 2 月 22 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

 

 都市再開発法（昭和 44 年法律第 38 号）第 28 条第 1 項の規定により、伊勢市駅前Ｃ地区市街地再開発組合から

理事長の氏名及び住所の届出がありましたので、同条第 2 項の規定により公告します。 

  令和 4 年 2 月 22 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

理事長の氏名及び住所 

氏名 角前 博道 

住所 伊勢市一志町 6 番 31 号 
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